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搬
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送
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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
保
管
さ
れ
て
い
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
の
搬
出
・
運
搬
と
処
理

に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
（
以
下
「
恩
納
分
屯
基
地
」
と
い
う
。
）
内
で
保
管
し
て
い
た
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を

含
む
汚
泥
（
以
下
「
本
件
汚
泥
」
と
い
う
。
）
を
処
理
す
る
に
当
た
り
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第

二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
契
約

の
相
手
方
と
し
て
、
適
正
に
契
約
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
落
札
額
及
び
落
札
率
に
つ
い
て
相
違
は
な
い
。

ま
た
、
入
札
の
落
札
率
が
高
い
と
の
外
形
的
事
実
の
み
を
も
っ
て
直
ち
に
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
違
反
及
び
入
札
談
合
等
関
与
行
為
の
排
除
及
び
防
止
並
び
に
職
員
に
よ
る

入
札
等
の
公
正
を
害
す
べ
き
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
入

札
談
合
等
関
与
行
為
と
し
て
問
題
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
①
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
残
滓
物
の
総
量
及
び
成
分
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
て
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
お

一



答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第

十
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
最
終
処
分
が
終
了
し
た
旨
が
記
入
さ
れ
た
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
よ
れ
ば
、
本
件
汚
泥
に
つ

い
て
は
、
株
式
会
社
ク
レ
ハ
環
境
（
以
下
「
ク
レ
ハ
環
境
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
無
害
化
処
理
が
行
わ
れ
、
そ
の
「
残
滓
物
」

に
つ
い
て
は
、
ひ
め
ゆ
り
総
業
株
式
会
社
の
管
理
型
最
終
処
分
場
に
搬
入
さ
れ
埋
立
処
分
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
②
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
本
件
汚
泥
の
処
理
を
委
託
し
た
恩
納
分
屯
基
地
及
び

沖
縄
防
衛
局
に
お
い
て
は
、
当
該
処
理
を
受
託
し
た
ク
レ
ハ
環
境
よ
り
産
業
廃
棄
物
管
理
票
を
受
領
し
た
都
度
、
本
件
汚
泥

の
処
理
状
況
を
確
認
し
、
最
終
的
に
受
領
し
た
産
業
廃
棄
物
管
理
票
に
よ
り
、
本
件
汚
泥
及
び
御
指
摘
の
「
処
理
後
の
残
滓

物
」
は
全
て
適
切
に
処
理
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

二


